
令和 4年度第 7回原町区地域協議会
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委 員 貝 塚  大 暉

委 員 村 上  勇
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O 説明のため出席した者の氏名

企画課長

企画課企画係長

総合病院総務課長

総合病院総務課経営企画係長

忠信

弘志
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0 出席した事務局職員
星 高光 庄司 一弘 高野 良 北原 圭子 長川 由美子

O 担彗書記

北原 圭子

0 本国の会議に付した案件

(1)諮問事項

南相馬市第二次総合計画基本構想 (案)について

(2)報告事項

南相馬市立病院理念見直しに係るパブリックコメント手続きの実施について

⑩ 会議録署名人

委員 鈴木 洋一 委員 奥村 健郎

開会                           午後 1時 55分開始

■原町区地域振興課長

委員の皆様には、お忙 しいところご出席いただきま して誠にあ りがとうございま
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す。皆様お集ま りいただきましたので、定刻前ではありますが、ただいまより令和

4年度第 7回原町区地域協議会を開会いたします。

2 会長あいさつ

■原町区地域振興課長

はじめに、原町区地域協議会平間勝成会長からご挨拶を頂戴いたします。

◇会長

(会長あいさつ)

3 議事

■原町区地域振興課長
これから議事に入りますが、これ以降は、会長が座長になり会議の進行をお願い

いたします。

(1)会議録署名人の指名

◇議長

それでは、次第により議事を進めてまい ります。

はじめに、会議録署名人の指名ですが、会議録署名人には、鈴木委員 と奥村委員

の 2人にお願いします。

(2)書記の指名

◇議長

次に、書記の指名ですが、書記は原町区地域振興課北原主事を指名します。

(3)諮問事項

◇議長

それでは、次第 3(3)の 諮問事項に入 ります。 「南相馬市第二次総合計画基本

構想 (案)について」を議題 とします。

■原町区地域振興課長

本 日、市長及び副市長が別公務のため、原町区役所長から諮問を行います。

■原町区役所長

(諮問書の読み上げ)

◇議長

それでは、ただいまの諮問について担当課から説明をお願いします。

■企画課

(説 明 )

◇議長

只今の説明に関して、質問やご意見等があればお願いします。
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◎鈴木委員

計画の中から復興 とい う言葉を無 くす とい う話があ りますが、国では復興 とい う

言葉はもう消 してしまつたのですか。

■企画課

国では第二次復興創生期間として、令和 3年度から第 2期復興・創生期間として

5年間復興を進めていくことになつてお ります。原子力災害被災地域でもあります

ので、プラス 5年 され、合わせて 10年間となり、令和 12年度まで復興創生期間

を設けています。また、福島県では復興計画と総合計画の 2本立てとなってお り、

復興総合計画においても、令和 12年度までの計画 となっています。南相馬市では、

もともと総合計画があつたところに、震災が起きて、そのことにより復興計画を作

成することとなり、それを総合計画にまとめました。

今回、第二次総合計画は、震災後 12年 目ということがあり、復興も一緒に進め

てまい りますが、大きな意味での総合計画 として、今回政策の柱に原子力災害復興

も入つてお り、復興を引き続き行つていきますが、総合計画 とい うことで名称を変

更 したものです。

◎鈴木委員

国と県と市で、整合性 とい う意味で問題はないですか。

■企画課

整合性に関してですが、国と県に沿つて計画を作成 してお り、名称部分に復興 と

い う言葉が無 くなっただけですので、特に問題にならない と思っています。国と県

の整合性の部分では、第二次総合計画基本構想の計画期間を県や国の令和 12年度

までの計画期間に合わせて、必要な部分も盛 り込んでお りますので、問題が無いと

考えています。

◎鈴木委員

移住定住の話がありましたが、福島県では若い女性の転出率が非常に高いとの新

聞報道がありました。いくら移住定住を進めても、若い人、女性が福島県から出て

行つた ら、男性 も出て行 くで しょう。地元に呼び戻すために移住定住を目玉にして

進めても愚の骨頂でしょう。 自分の周 りでも子 どもたちが どんどん転出しています。

よそか ら若い女性がどんどん来て くれるならいいですが、困難です。ここで結婚 し、

子 どもが生まれれば、人 口も増えるで しよう。市では、そ うい う実態を知った上で

計画を立てているのか、教えてください。

■企画課

若い女性が県外に多く転出しています。 7つ の 「施策の柱」の 4に移住定住 とあ

りますが、移住定住にだけ力を入れている施策ではなく、南相馬市に住んでいる方、

移住 した方々が引き続き住むために、充実 した教育、子育て、医療にこれからも取

り組んでまい ります。 7つの施策の柱を進めることにより、転出していかないよう、

また戻つてもらえるよう、計画を進めていきたいと思います。具体的に基本計画を

策定する際には、鈴木委員のご意見も盛 り込んでいきたいと考えています。
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◎鈴木委員

市政だよりに、転出と転入が載 りますが、常に転出が多いです。市では、具体的

にどんな紺策をしているのですか。

■企画課

学生など、ある程度の年齢になると転出される方がいらっしゃいます。また、震

災後、避難 された方の転出や転入が多い と考えられます。転出をどう抑えられるか

ですが、現在住んでいる方や転入する方にとつて魅力あるまちにす るため、 7つの

施策の柱に基づ く施策を続けていくことが、転出を抑え、転入を増やす封策だと考

えています。

◎鈴木委員

具体的に、魅力あるとは、何を指すのですか。言葉は素晴 らしいですが、中身が

全 く見えない計画だと思います。

■企画課

お話いただいているのは、 7つの施策の柱についての中身についてだと思います。

8年間の目標 として策定 していきますが、具体的にどうしたらいいかを、 12月 ま

でにまとめる前期基本計画の中で、皆さんにお示 しします。お示 しした案について、

皆さんから意見をいただきたいと思います。 8年構想を具体的にしようとしても、

1年先のことも分からないのが現状です。大きな目標 として掲げているのが基本構

想で、具体性が乏 しく少 し物足 りないとは思いますが、基本構想 とい うものの性格

ですので、ご理解いただきたいと思います。

◎鈴木委員

県の教育委員会では10年区切 りに教育計画を立てています。南相馬市の教育委

員会も県の教育委員会の方針に乗つ取つた政策を立てているのでしょうか。

■企画課

市の教育行政の計画については、基本構想が出来次第、県の方針を基に市の方針

を加え、次年度に向け計画を策定 している状況です。

◎鈴木委員

市長は 100年 のまちづくりの構想を出して、 5年が経過 しています。 5年間の

検証 と、残 り95年の具体的到達 目標、工程表を示 していただくよう市長に伝えて

ください。

■企画課

年間の検証につきま しては、門馬市長になってから後期基本計画の進捗を踏まえ、

毎年評価をしています。昨年度 と今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり

進捗状況をお示 しできない指標 もあ りました。今年 4月 に市民の皆 さんにアンケー

トを取つた結果、復興に関する取組の評価は高くなってお り、一定以上の評価はい

ただいていると思つてお ります。まちづ くりの基本 目標について補足いたします と、

今取 り組んでいる 100年 のまちづ くりは、 100年 間で何かをや り遂げる、 10
0年後がゴール と言 うわけではなく、まずは今の市民が豊かな生活を送っていける
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よう、来年、再来年、 10年 後、 20年後も引き続き継続 し豊かな生活が送れるよ

う、そ して 100年 先の市民が今の市民と同じように豊かな生活ができているよう

に、持続可能なまちづ くりを目指 しているものです。そ うい う意味で、 100年 の

まちづ くりとい う言葉を使わせていただいてお ります。

◎鈴木委員

8月 10日 頃の福島民報新聞では、 10年後の福島県 とい うことで未来図が描か

れています。それによると南相馬市は、馬 と北泉海浜総合公園 しかあ りませんで し

た。魅力ある南相馬市 として、それでいいのですか。

■企画課

新聞記事はまだ読んでいませんでしたが、南相馬市の大きな特徴として馬と北泉

海浜総合公園があるのだと思います。基本構想の中で示しています、新たなチャレ

ンジとして、福島イノベーション・コース ト構想や、教育・学び、また相馬野馬追

などの伝統文化などがあり、馬と北泉海浜総合公園の 2つだけではありません。新

聞報道は、県内全体として見たときに、特に2つが特化しているということで、一

つの正解であると思いますが、市として広い範囲で様々な魅力がありますし、これ

からも魅力のある南相馬市を考えていきたいと思います。

◇議長
8年間の基本姿勢と理解 しました。これから具体的になっていくと思いますが、

スモールステップと言いますか、 1年ごとに評価項目を設けて、日標に対しての達

成率を示し、 8年間でこうなりましたと、分かるようにしたらいいと思います。

■企画課

ただ今いただきました件ですが、これか ら具体的な基本計画を前期 4年 と後期 4

年の 8年間として立てていきます。現在の計画では、初年度 と4年後のゴールの指

標 を管理 していく予定です。単年の 日標を設定することや管理の仕方については、

年末にまとめて皆様にご相談 したいと思いますので、よろしくお願い します。

◇議長

他にご意見やご質問はございますか。

(「 なし」 と呼ぶ声あり)

◇議長

それでは、その他特に無ければ、只今の説明を受けての、原町区地域協議会の意

見をまとめたいと思います。妥当であるとの意見で異議ありませんか。

(「異議 な し」 と呼ぶ声あ り)

◇議長

では、異議なしということですので、答申書を提出したいと思いますので、事務

局は、答申書の作成をお願いします。
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(答 申書写し配布)

◇議長

それでは、答申書の内容について確認をお願いします。只今、お配りした答申の

内容について、ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ声あり)

◇議長

ご異議なしとのことですので、只今、お配りした答申書の内容で答申致します。

事務局は、答申書の提出の準備をお願い致します。

◇議長

それでは、本国諮問された「南相馬市第二次総合計画基本構想 (案)について」

を答申致します。

(答 申書の読み上げ)

■原町区役所長

慎重なるご審議ありがとうごいました。担当課より市長へ報告させていただきま

す。

(4)報告事項

◇議長

それでは、次第3(4)報告事項に入ります。 「南相馬市立病院理念見直しに係

るパブリックコメント手続きの実施について」を議題とします。担当課から説明を

お願いします。

■総合病院総務課

(説 明 )

議長

只今の説明について、質問やご意見等はございますか。

◎鈴木委員

なぜ、今見直すのですか。平成 18年に策定をして、何年経っているのですか。

市の総合計画基本構想でさえ、 8年 ごとに計画を変えますが、病院はなぜそのまま

だったのですか。

■総合病院総務課

16年経ちます。病院理念は特定の期間で見直 しを定期的にかけることとは、捉

えていませんでした。

◎鈴木委員

その間、見直 しをしなかったとい うことでよろしいですか。
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■総合病院総務課

平成 27年度に 1つ項 目を加えています。

◎鈴木委員

それは公表したのですか。

■総合病院総務課

申し訳ありませんが、いま確認が取れません。

◎鈴木委員

理念等を読んでいると、努めますや 目指 します とい う言葉ばか りで、責任ある言

葉が出てきません。人に寄 り添い、人に信頼 され とありますが、信頼を失っていま

す。健康保険ではずっと病院の履歴があ りますから、毎年市内の病院にかかる人は

減っているはずです。市立病院に勤めた優秀な医師は、独立 し、お客さんを自分の

所に連れていきます。だから市立病院の医師は独立出来ない医師か研修医だけです。

その辺をどう捉えていますか。

■総合病院総務課

言葉に責任が無いとの件ですが、今、病院として出来ていないというご指摘のと

おりですので、職員の意識改革をしまして、ひとつずつ取り組んで改善していきた

いと考えていますので、「目指していきます」になつております。

◎鈴木委員

追加のお願いですが、市長はこの期間は病院の部長をしています。部長 として当

時 どうい う理念の下で病院運営をしていたのか、後 日でいいですので、教えてくだ

さい。

■総合病院総務課

まず、総合病院の役割について説明 します。これまで公立病院 として地域に不足

している医療 とか、不採算の救急、小児科、産婦人科を中心に取 り組んできました。

民間の医療機関の隙間を埋めるのが役割だったと捉えています。それが、今般新型

コロナ ウイルス感染症等の不測の事態に姑応する時に、隙間が生まれるとい うこと

で、その隙間に対 しゆとりを持つて対応出来るのはどこだろうと、問われたと認識

しています。今までは市場主義で民間の出来るところは民間にお任せ しましょうと

いったところが、公立の医療機関が役割を果たすことが強 く求められたと捉えてお

り、そこをさらに意識 しながら理念の見直 しをしたところです。

◎鈴木委員

市議会議員選挙が近いですが、ある党派、グループが様々な情報を市民に提供 し

ています。その中に、市長は市立病院について黒字 といいますが、その うちの 10
億は国の補助 とい うことで、それでは実質赤字でしょう。市長はカモフラージュし

て黒字 といっていますが、病院に携わる方々は、どう認識 していますか。
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■総合病院総務課

今回黒字 となつたことについてですが、新型コロナ ウイルス感染症の陽性患者を、

市立病院が唯一受入れの封応をしたことによる減収補填 と他の医療が出来なかった

ことに対する補助金だつたと認識 しています。一方で黒字 と言いながら、本来の医

業の収支は赤字が続いていますので、赤字をいかに減 らすかの認識はそのまま残つ

ています。今回は黒字 となつていますが、それに安堵することなく、医業の収支を

改善 していかないといけないとい う認識でいます。

◎鈴木委員

新型 コロナ ウイルス感染症が流行 してから、市か らのお矢日らせ として、何月何 日

現在の新型コロナウイルスの感染状況についてのチラシが、新聞折 り込み として入

ってきます。 しかしその情報はすでにテ レビ等で我々市民は知ってお り、遅れた情

報です。それを担当者が作成 し、市長名で出しているので しょうが、今まで新聞折

り込みにかかつた経費を次回までに算出し報告 してください。

■原町区役所長

ただ今の件につきましては、市の広報の一つですので、市長柔で配布 してお りま

す。市の広報紙に入れるのが間に合わないとい うことで、市の情報を周知する一つ

の手段 として、新聞折 り込み とい う形で黄色いチラシを出しています。

◎鈴木委員

チラシを出している理由はい りませんので、経費を次回までに出してください。

■原町区役所長

担当課に確認 し、お答えいたします。

◎本間副会長

公立病院の大事なことは、乱診、乱療を防ぐことだと思います。余計な薬は出さ

ない、必要のない診察はしない。正義感を持ち診察することが公立病院としてある

姿だと思います。地域医療の不足 している部分を補 うことは大切なので赤字になる

事もあると思います。最近のことですが、ちょつとしたことで民間の診療所に行つ

たことがありますが、相馬公立病院を紹介 されました。そこでの医師の診療体制、

看護師、清掃員、窓口の様子を観察 しましたが、ここまで徹底 して仕事をやつてい

るのかと感心 しました。ここの市立病院のことは分か りませんが、今更当た り前の

ことを、なぜ今頃見直 しを図るのですか。

■総合病院総務課

なぜ今見直 しをするのかについては、先ほど説明申し上げましたが、医業収支の

改善が必要であり、そのためには、職員の意識改革が必要 と考えます。市民から信

頼 される病院を引き続き目指 さなければならないとい うことで、今まで出来なかっ

たところを改めて反省 し、職員皆できちんと同じ目標に取 り組むことで信頼を回復

させ、医業の成績をよくすることに取組むため見直 しすることとなったものです。

◎鈴木委員

先ほど民間で出来ない事を公立病院でやるとおつしゃいま したが、市立病院の小
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高診療所は、当初、訪問看護 を目玉にし、京都か ら医師に来てもらっていました。

しか し、その医師が門馬市長 と合わないからとい うことで、京都に帰ちて しまいま

した。せっかく来てくれた医師がいられなくなつて しまつた体質があったので しょ

う。以前、有床化、入院体制を作るとい うことで説明会がありました。その時反紺

したのは私 と女性一人で した。 この様な大事なことを、議会を通 り越 し説明会が行

われたことについて、議会の不必要 さを証明していると思い発言 しました。実際病

院の経営に携わつている方々はどのような考えをお持ちでしようか。

○田中委員

今回は病院の理念見直しについての報告事項であり、地域協議会で病院運営につ

いて細部に渡り議論を行 う場では無いと考えます。また、個人が知つている情報に

ついて判断を求められても、地域協議会では知り得ない情報については判断でき出

来かねると思いますが、いかがでしようか。

◇議長

報告事項ですので、病院運営についての詳細なご意見は、担当者に直接お伺いを

お願いします。

今回の理念の見直し案ですが、文言が16年前のものよりわかりやすくなったと

思います。市民目線なのは評価してよいのではないか。 「接遇」は今までなかった。

それが “人に寄り添う"と イコールで、このような姿勢で対応していくことを大い

に期待したいと思います。それと最後の経営という部分、人員・コス トとかありま

すが留意していけば、よい病院経営になると思います。

◎奥村委員

市民の開専の部分ですが、あまり評判が良くないとか、忠者を断わらないというが、

診ることができる、とあります。市民の求めているところはこういうことだと思い

ます。評判が良くないので直そうとしている部分はあると思いますが、自分達に対

してきつさがないと思います。目標がどこまで頑i張ればいいかとか、到達点がない

わけです。前の理念だと提供・確保とか、こうするという意識は見えますが、今回

のはそういうのがない。病院の本気度・やる気が薄いと思う。パブリックコメント

手続きもあり、間に合わないでしょうが、市民目線で作りこみをしないと信頼は得

られないと思います。

■総合病院総務課

ご意見をいただいた到達 目標 については対応を考えています。理念を、いかに職

員に浸透 させ、取 ,り 組むかは必要 と認識 してお りますが、毎年、事業の中で浸透の

取組みを各部署で 目標をどうい う形で達成 してい くかを求めていきたいと考えてお

ります。具体的に書きすざます と、実施計画になって しまいますので、最初は抽象

化 させています。

理念を見直 しても改善 されていない、とい うようにならないように、
.毎

年取組内

容を決めて各職場で決意を持つて取 り組んでいきます。

◇議長

他に質問等ありませんか。ないようですので報告事項を終わります。
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4 その他

(1)先進地視察研修について事務局からお願いします。

■事務局

(説 明)

(2)次回の開催 日程について事務局からお願いします。

■事務局

(説 明)

5 閉会                         午後 2時 52分終了

■原町区地域振興課長

以上をもちまして、第 7回原町区地域協議会を閉会といたします。ありがとうご

ざいました。

以上のとおり相違ありません。

会長

に

|

|

チ 瓶 疹
会議録署名人

会議録署名人

熔 小 考

臭
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